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報告資料２－３ （２）鷺沼地区地区計画の変更 

 

鷺沼地区で行われている土地区画整理事業により、土地利用の増進が図られ、うるおいある

市街地形成の誘導とその保全を図るため、鷺沼地区地区計画が定められています。 

この度、その一部を変更する検討を行っております。 

 

① 「壁面の位置の制限」の一部変更 

鷺沼特定土地区画整理事業の土地利用計画の見直しに伴い、壁面の位置の制限に係る対

象を一部変更するものです。 

【変更前】                            【変更後】 

組合の設立時点（令和５年９月２０日認可）             第１回事業計画変更（令和７年６月６日認可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鷺沼地区 計画図３（壁面の位置の制限）変更箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩行者専用道路 

（幅員 2ｍ） 

緑地 

（幅員 2ｍ～約 3.3ｍ） 

変更 

緑地に変更 
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② 「壁面後退区域における工作物の設置の制限」の削除 

鷺沼土地区画整理組合では、令和７年９月に全ての仮換地指定がなされ、具体的な土地活用

の検討が進められております。 

その中で、土地利用の制限や管理上の課題が生じることが顕在化しており、組合からの要望

もあり、一部地区について本項目を削除するものです。 
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【削除する項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削除する地区】 

●沿道サービス A・B・C・D・E 地区 

●低層住宅地区 

●中低層住宅 A・B・C・D 地区 

●教育施設地区 
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